
福 井 県 中 小 企 業 者 向 け 制 度 融 資  

「 経 営 安 定 資 金 （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 対 策 分 ）」 に 係 る  

越 前 町 利 子 補 給 金 交 付 要 綱  

令 和 2 年 4 月 24 日  

告 示 第 24 号  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、福 井 県 中 小 企 業 者 向 け 制 度 融 資「 経 営 安 定 資 金

（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 対 策 分 ）」（ 以 下「 県 融 資 」と い う 。）に 係 る 利

子 補 給 金（ 以 下「 補 給 金 」と い う 。）の 交 付 に つ い て 、越 前 町 補 助 金

等 交 付 規 則（ 平 成 １ ７ 年 規 則 第 ３ １ 号 ）に よ る ほ か 、必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。  

（ 補 給 金 の 対 象 範 囲 ）  

第 ２ 条  町 長 は 、町 内 中 小 企 業 者 が 県 融 資 を 借 り 受 け た 場 合 、該 当 資

金（ 以 下「 資 金 」と い う 。）に つ い て 、当 該 中 小 企 業 者 に 対 し 、予 算

の 範 囲 内 に お い て 補 給 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 補 給 金 の 対 象 者 ）  

第 ３ 条  前 条 に 規 定 す る 補 給 金 の 対 象 者 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 を

全 て 備 え る も の と す る 。  

（ １ ） 町 内 で 事 業 を 営 ん で い る こ と 。  

（ ２ ） 町 税 の 滞 納 が な い こ と 。  

（ 補 給 金 の 額 及 び 期 間 ）  

第 ４ 条  補 給 金 の 額 は 、支 払 わ れ た 利 子 の 額（ 延 滞 利 子 に 係 る 額 を 除

く 。） の 全 額 と す る 。  

２  補 給 金 の 交 付 の 対 象 期 間 は 、資 金 の 貸 付 け を 受 け た 日 か ら 起 算 し

て ３ 年 を 経 過 す る 日 の 属 す る 月 ま で と す る 。  

３  延 滞 に 係 る 利 子 が 発 生 し た 場 合 は 、当 該 延 滞 に 係 る 利 子 に つ い て

は 、 補 給 金 の 対 象 外 と す る 。  

（ 補 給 額 の 算 定 期 間 及 び 方 法 ）  

第 ５ 条  補 給 額 は 、毎 年 ２ 回 、４ 月 １ 日 か ら ９ 月 ３ ０ 日 及 び １ ０ 月 １

日 か ら 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 期 間 に お け る 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ



り 算 定 し た 金 額 を 交 付 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、補 給 金 に 過 誤 が 生 じ た 場 合 は 、前 条 第

２ 項 に 規 定 す る 月 の 属 す る 年 度 ま で に 限 り 、当 該 過 誤 の 金 額 を 交 付

す る こ と が で き る 。  

（ 納 税 状 況 確 認 の 委 任 ）  

第 ６ 条  補 給 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者（ 以 下「 補 助 事 業 者 」と い

う 。）は 、第 ３ 条 第 ２ 号 の 要 件 確 認 の た め 、納 税 状 況 を 越 前 町 納 税 担

当 課 に 照 会 す る こ と に つ い て 、 越 前 町 に 委 任 す る も の と す る 。  

（ 補 給 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  補 助 事 業 者 は 、利 子 補 給 金 交 付 申 請 書（ 様 式 第 １ 号 。以 下「 補

給 金 申 請 書 」と い う 。）を 毎 年 度 ９ 月 末 日 及 び ３ 月 末 日 ま で に 、受 付

済 み の 県 融 資 の 申 込 書 の 写 し 及 び 返 済 予 定 表 の 写 し を 添 え て 、町 長

に 提 出 す る も の と す る 。  

（ 補 給 金 の 交 付 決 定 及 び 額 の 確 定 ）  

第 ８ 条  町 長 は 、前 条 の 補 給 金 申 請 書 の 提 出 を 受 け た 場 合 は 、そ の 適

否 を 審 査 し 、適 当 と 認 め た と き は 、交 付 決 定 及 び 額 の 確 定 を し 、利

子 補 給 金 交 付 決 定 及 び 額 の 確 定 通 知 書（ 様 式 第 ２ 号 ）（ 以 下「 補 給 金

決 定 書 」と い う 。）に よ り 、そ の 旨 を 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す

る 。  

（ 補 給 金 の 交 付 請 求 ）  

第 ９ 条  補 給 金 決 定 書 を 受 け た 者（ 以 下「 補 給 金 決 定 者 」と い う 。）は 、

利 子 補 給 金 交 付 請 求 書 （ 第 ３ 号 ）（ 以 下 「 補 給 金 請 求 書 」 と い う 。）

に 、取 扱 金 融 機 関 が 発 行 す る 補 助 事 業 者 に 係 る 資 金 の 利 子 支 払 証 明

書（ 様 式 第 ４ 号 ）、補 給 金 決 定 書 の 写 し を 添 え て 、町 長 に 提 出 す る も

の と す る 。  

２  町 長 は 、補 給 金 請 求 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、速 や か に 補 給 金 を

交 付 す る も の と す る 。  

（ 補 給 金 の 返 還 等 ）  

第 １ ０ 条  町 長 は 、補 給 金 の 交 付 申 請 に つ い て 偽 り そ の 他 の 不 正 行 為

が あ っ た 場 合 は 、補 給 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 し 、又 は 既 に 交 付 し た



補 給 金 の 全 部 若 し く は 一 部 の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

（ 補 給 金 の 交 付 の 特 例 ）  

第 １ １ 条  町 外 へ の 事 業 所 移 転 、補 助 事 業 者 の 死 亡 、廃 業 、事 業 の 譲

渡 等 、第 ３ 条 第 １ 号 に 該 当 し な く な っ た 場 合 は 、当 該 事 象 が 発 生 し

た 日 以 降 の 補 給 金 は 交 付 し な い 。た だ し 、第 ３ 条 第 １ 号 に 該 当 す る

中 小 企 業 者 が 当 該 補 助 事 業 者 の 事 業 を 承 継 し 、当 該 補 給 金 に 係 る 資

金 の 債 務 を 全 て 承 継 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 変 更 の 届 出 等 ）  

第 １ ２ 条  補 助 事 業 者 は 、住 所 、所 在 地 、商 号 又 は 代 表 者 の 変 更 が あ

っ た 場 合 に は 、 速 や か に 町 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  補 助 事 業 者 が 死 亡 、廃 業 、事 業 の 譲 渡 等 に よ り 事 業 を 廃 止 し た 場

合（ 第 ３ 条 第 １ 号 に 該 当 す る 中 小 企 業 者 が 当 該 事 業 を 承 継 し た 場 合

を 含 む 。） に は 、 速 や か に 町 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、町 長 が 別 に

定 め る 。  

附  則  

１  こ の 要 綱 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、令 和 ２ 年 ３ 月 １ ６ 日 か ら 適 用

す る 。  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、

同 日 ま で に 県 融 資 の 借 り 受 け て い る 者 に 係 る 当 該 補 給 金 に つ い て

は 、 同 日 後 も な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

  



様 式 第 １ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

年   月   日  

越 前 町 長  様  

住   所            

商   号            

代  表  者          印  

電 話 番 号            

 

福 井 県 「 経 営 安 定 資 金 （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 対 策 分 ）」 に 係 る  

利 子 補 給 金 交 付 申 請 書 （    年   月 補 給 分 ）  

 

 福 井 県「 経 営 安 定 資 金（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 対 策 分 ）」に 係 る 利 子 補

給 金 の 交 付 を 受 け た い の で 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。  

 

記  

 

１  利 子 補 給 金 交 付 申 請 額                 円  

２  添 付 書 類  

（ １ ）受 付 済 み の 福 井 県「 経 営 安 定 資 金（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 対

策 分 ）」 融 資 申 込 書 （ 写 し ）  

（ ２ ） 返 済 予 定 表 （ 写 し ）  

３  町 税 の 納 税 確 認 委 任 に 係 る 同 意  

   私 は 、福 井 県「 経 営 安 定 資 金（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 対 策 分 ）」に

係 る 利 子 補 給 金 交 付 要 綱 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 、当 方 の 納 税 状 況 を

越 前 町 納 税 担 当 課 に 照 会 す る こ と に つ い て 、越 前 町 に 委 任 し ま す 。 

 

 

代 表 者           印  

 



様 式 第 ２ 号 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

指 令 第    号  

住   所            

商   号            

代 表 者 名            

 

福 井 県 「 経 営 安 定 資 金 （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 対 策 分 ）」 に 係 る  

利 子 補 給 金 交 付 決 定 及 び 額 の 確 定 通 知 書 （    年   月 補 給 分 ）  

 

  年    月    日 付 け で 申 請 の あ っ た 福 井 県「 経 営 安 定 資

金（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 対 策 分 ）」に 係 る 利 子 補 給 金 に つ い て 、福 井 県

「 経 営 安 定 資 金（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 対 策 分 ）」に 係 る 利 子 補 給 金 交 付

要 綱 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、下 記 の と お り 交 付 の 決 定 を し 、併 せ て そ

の 額 を 確 定 し た の で 通 知 し ま す 。  

 

 年    月    日  

越 前 町 長            

 

 

記  

 

１  利 子 補 給 金 交 付 決 定 金 額               円  

２  補 助 事 業 者 は 、次 に 該 当 す る 場 合 は 、町 長 に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。  

（ １ ）補 助 事 業 者 の 住 所 、所 在 地 、商 号 又 は 代 表 者 の 変 更 が あ っ

た 場 合  

（ ２ ）補 助 事 業 者 の 死 亡 、廃 業 、事 業 の 譲 渡 等 に よ り 事 業 を 廃 止

し た 場 合（ た だ し 、町 内 に 事 業 所 を 有 す る 中 小 企 業 者 が 該 当

事 業 を 承 継 し た 場 合 を 除 く 。）  

  



様 式 第 ３ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

 

越 前 町 長  様  

 

住   所            

商   号            

代  表  者          印  

電 話 番 号            

 

福 井 県 「 経 営 安 定 資 金 （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 対 策 分 ）」 に 係 る  

利 子 補 給 金 交 付 請 求 書 （    年   月 補 給 分 ）  

 

    年   月   日 付 け    指 令 第    号 で 指 令 の あ っ た

利 子 補 給 金 と し て 、 下 記 の 金 額 を 請 求 し ま す 。  

 な お 、こ の 補 給 金 は 、下 記 金 融 機 関 の 口 座 に 振 り 替 え て お 支 払 く だ

さ い 。  

 

記  

 

１  利 子 補 給 金 請 求 額              円  

 

２  口 座 を 有 す る 金 融 機 関 の 名 称 等  

 

  金 融 機 関 名                本 店  ・  支 店  

 

  口 座 番 号   普 通  ・  当 座                

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

口 座 名 義 人                        

  



様 式 第 ４ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

 

利 子 支 払 証 明 願 

年   月   日  

取 扱 金 融 機 関  様  

住 所 （ 所 在 地 ）            

商 号 （ 名  称 ）            

（ 代 表 者 ） 氏 名          印  

電  話  番  号            

 

 下 記 の 福 井 県 中 小 企 業 者 向 け 制 度 融 資「 経 営 安 定 資 金（ 新 型 コ ロ ナ

ウ イ ル ス 対 策 分 ）」の 融 資 に つ い て 、   年   月   日 か ら    

年   月   日 ま で に 支 払 っ た 利 子 額 は 、次 の と お り で あ る こ と を 証

明 願 い ま す 。  

 

資 金 名  融 資 額 （ 当 初 ）  貸 付 日  
融 資  

利 率  

利 子  

支 払 額  

遅 延 損 害 金  

支 払 額  

福 井 県 経 営 安 定 資 金  

（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 対 策 分 ） 
円   %  円  円  

 

利 子 支 払 証 書 

 

上 記 事 項 に つ い て 、 内 容 に 間 違 い 無 い こ と を 証 明 い た し ま す 。  

 

    年    月    日  

 

取 扱 金 融 機 関 名             

支 店 名                 

支 店 長 名              印  


